
　は問い合わせ先です

D o you know?

く
ら
し
の
ヒ
ン
ト

1819

「
衰
え
な
い
振
り
込
め
詐
欺
」

問
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
消
費
生
活
相
談
室
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（
相
談
日　

月
・
水
・
金
９
時
〜
16
時
）

お　

な　

や　

み

　

市
内
で
事
業
を
営
む
た
め
、
左
表
に

例
示
の
機
械
や
器
具
、
備
品
と
い
っ
た

償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
個
人
や
法

人
の
方
は
、
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
り

毎
年
１
月
１
日
現
在
に
お
け
る
償
却
資

産
の
所
有
状
況
を
申
告
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
固
定
資
産
台
帳
や
減
価
償

却
費
明
細
書
を
必
ず
確
認
の
上
、
期
限

ま
で
に
申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
昨
年
申
告
さ
れ
た
方
に
は
通

知
書
や
申
告
書
な
ど
を
郵
送
し
て
い
ま

す
。
用
紙
が
届
い
て
い
な
い
方
や
足
り

な
い
方
、
昨
年
新
た
に
事
業
を
始
め
ら

れ
た
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
申
告
期
限　

１
月
31
日（
水
）

●
提
出
先　
市
庁
舎
１
階
税
務
課
固
定
資
産
税
係

※
市
内
の
事
業
者
に
償
却
資
産
を
貸
し

付
け
て
い
る
方
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

小
中
学
校
に
来
春
入
学
ま
た
は
在
学

中
の
児
童
生
徒
の
保
護
者
の
方
で
、
経

済
的
な
理
由
か
ら
就
学
準
備
な
ど
に
支

障
を
来
す
方
の
た
め
に
、
就
学
援
助
制

度
が
あ
り
ま
す
。
就
学
援
助
申
請
が
認

定
さ
れ
る
と
、
給
食
費
や
学
用
品
費
な

ど
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
希
望
さ
れ
る
方

は
、
１
月
中
に
就
学
予
定
校
ま
た
は
在

学
校
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
現
在

援
助
を
受
け
て
い
る
方
も
、
引
き
続
き

希
望
さ
れ
る
場
合
は
申
請
が
必
要
で
す
。

問
学
校
教
育
課　
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２
―
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３
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２

　

平
成
19
年
１
月
か
ら
㈱
東
日
本
ひ
ま

わ
り
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
実
施
し
て
い
る

福
祉
事
業
が
「
社
会
福
祉
法
人
白
石
ひ

ま
わ
り
」
に
移
管
さ
れ
る
た
め
、
次
の

通
り
の
取
り
扱
い
に
な
り
ま
す
。

●
福
祉
タ
ク
シ
ー
・
外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス

　

事
業
移
管
手
続
き
の
た
め
、
同
法
人

の
営
業
を
１
月
か
ら
３
月
ま
で
休
止
し

ま
す
。
休
止
中
は
助
成
券
記
載
の
別
の

事
業
者
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
在
宅
老
人
等
紙
お
む
つ
給
付
事
業

  

対
象
者
の
う
ち
、
㈱
東
日
本
ひ
ま
わ

り
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
納
入
薬
局
に
指
定

し
て
い
た
方
の
受
給
者
証
は
、
１
月
以

降
も
そ
の
ま
ま
使
用
で
き
ま
す
。

問
長
寿
課　
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２
２
―
１
３
６
１

　

福
祉
事
務
所　

0
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２
―
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４
０
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住
居
表
示
は
、
市
街
地
に
お
け
る
住

所
の
表
示
方
法
を「
○
丁
目
○
番
○
号
」

と
い
う
合
理
的
で
分
り
や
す
い
も
の
に

改
め
、
市
民
生
活
の
利
便
性
向
上
を
図

る
も
の
で
す
。
市
で
は
、
鷹
巣
土
地
区

画
整
理
事
業
区
域
内
の
住
居
表
示
実
施

を
２
月
中
旬
に
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

実
施
区
域
内
の
皆
様
に
は
あ
ら
か
じ

め
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
都
市
整
備
課　

0
２
２
―
１
３
２
５

　

20
歳
の
皆
さ
ん
、
ご
成
人
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
国
民
年
金
は
、
国
が

責
任
を
持
っ
て
運
営
す
る
公
的
年
金
制

度
で
、
国
内
に
住
所
が
あ
る
20
歳
以
上

60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
人
に
法
律
で
加

入
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

国
民
年
金
は
老
後
の
生
活
保
障
だ
け

で
な
く
、
病
気
や
事
故
で
障
害
者
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
や
、
一
家
の
働

き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
な
ど
、
不
測

の
事
態
が
発
生
し
た
と
き
の
生
活
を
保

障
す
る
役
割
も
持
っ
て
い
ま
す
。

　

保
険
料
を
納
付
し
て
年
金
を
受
け
取

る
こ
と
は
、
義
務
で
あ
り
権
利
で
す
。

国
民
年
金
の
意
義
と
役
割
を
踏
ま
え
、

月
々
の
支
払
い
な
ど
に
ご
協
力
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

■
保
険
料
を
納
め
ら
れ
な
い
と
き
は

　

学
生
や
20
代
の
方
で
月
々
の
支
払
い

が
困
難
な
場
合
に
、
納
付
が
猶
予
さ
れ

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
猶
予
が
承
認
さ

れ
た
期
間
は
、
障
害
年
金
な
ど
の
保
障

が
受
け
ら
れ
ま
す
。
申
請
も
せ
ず
、
未

納
の
ま
ま
放
っ
て
お
く
の
は
、
自
ら
年

金
を
受
け
る
権
利
を
放
棄
す
る
よ
う
な

も
の
で
す
。
あ
な
た
自
身
の
た
め
に
、

国
民
年
金
の
免
除
制
度
は
、
正
し
い
申

請
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
大
河
原
社
会
保
険
事
務
所
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市
民
課
国
民
年
金
相
談
係
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障
害
者
自
立
支
援
法
で
導
入
さ
れ
た

サ
ー
ビ
ス
量
と
所
得
に
応
じ
た
定
率
負

担
に
よ
る
利
用
者
負
担
の
軽
減
措
置
を

１
月
利
用
分
よ
り
実
施
し
ま
す
。

●
実
施
期
間　

平
成
19
年
１
月
利
用
分

か
ら
の
３
年
間
（
平
成
18
〜
20
年
度
）

●
負
担
軽
減
率　

障
害
者
自
立
支
援
法

に
基
づ
く
所
得
区
分
ご
と
の
月
額
負
担

上
限
額
を
18
年
度
は
４
分
の
１
に
、
19

年
度
は
４
分
の
２
に
、
20
年
度
は
４
分

の
３
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
下
げ
ま
す
。

●
所
得
区
分
ご
と
の
軽
減
措
置
の
内
容

※
１
．
低
所
得
①
と
は
、
市
民
税
非
課

税
世
帯
で
本
人
の
年
収
が
80
万
円
以

下
の
世
帯
を
い
い
ま
す
。

※
２
．
低
所
得
②
と
は
、
市
民
税
非
課

税
世
帯
で
低
所
得
①
以
外
の
世
帯
を

い
い
ま
す
。

　

個
別
減
免
な
ど
、
ほ
か
の
負
担
軽
減

措
置
の
適
用
を
受
け
て
、
表
中
の
「
法

に
基
づ
く
月
額
負
担
上
限
額
」
よ
り
低

い
月
額
負
担
上
限
額
と
な
っ
て
い
る
方

は
、
そ
の
月
額
負
担
上
限
額
と
本
市
独

自
の
軽
減
後
の
金
額
を
比
較
し
、
低
い

方
を
適
用
し
ま
す
。

●
対
象
と
な
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

　

居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
、
行
動

援
護
、
療
養
介
護
、
生
活
介
護
、
児
童

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
短
期
入
所
、
重
度
障

害
者
等
包
括
支
援
、
共
同
生
活
介
護
、

施
設
入
所
支
援
、
自
立
支
援
、
就
労
移

行
支
援
、
就
労
継
続
支
援
、
行
動
生
活

援
助
な
ど
、
障
害
者
自
立
支
援
法
第
５

条
で
規
定
さ
れ
た
法
定
サ
ー
ビ
ス

※
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
（
法
定

給
付
）
に
該
当
す
る
場
合
は
法
律
が

優
先
す
る
た
め
、
自
己
負
担
の
「
軽

減
策
」
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

軽
減
措
置
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
福

祉
事
務
所
自
立
支
援
係
（
福
岡
蔵
本
字

茶
園
62
―
１
、総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
福
祉
事
務
所
自
立
支
援
係
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新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
今
年
も
悪
質
業
者
に
負
け

な
い
よ
う
に
と
、
神
明
社
の
元
朝
参
り

で
誓
い
ま
し
た
。

　

今
年
も
住
み
良
い
白
石
に
な
る
よ

う
、
皆
さ
ん
と
共
に
頑
張
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

●
振
り
込
め
詐
欺

　

こ
れ
ま
で
「
振
り
込
め
詐
欺
」
の
被

害
は
市
内
に
は
無
い
と
聞
い
て
い
ま

し
た
が
、
昨
年
11
月
に
、「
息
子
と
思

い
込
み
、
５
５
６
万
円
を
振
り
込
ん
で

し
ま
っ
た
。」
と
い
う
被
害
が
発
生
し

ま
し
た
。
明
日
は
わ
が
身
で
す
。
不
審

な
電
話
に
は
充
分
気
を
付
け
ま
し
ょ

う
。
誰
も
が
自
分
に
そ
の
よ
う
な
電
話

が
か
か
っ
て
く
る
と
は
思
っ
て
い
ま

せ
ん
。
悪
質
業
者
は
そ
う
い
っ
た
心
の

隙
間
に
入
り
込
ん
で
き
ま
す
。
常
日
ご

ろ
か
ら
家
族
間
で
確
認
を
し
っ
か
り

取
っ
て
お
く
こ
と
が
大
事
で
す
。
家
族

に
成
り
済
ま
し
て
「
電
話
番
号
を
変
更

し
た
。」
と
電
話
し
て
く
る
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
、
必
ず
本
人
確
認
を
取
り

ま
し
ょ
う
。
小
ま
め
に
本
人
の
確
認
を

取
る
こ
と
で
、
元
気
で
頑
張
っ
て
い
る

と
い
う
確
認
も
で
き
ま
す
。

●
架
空
請
求

　
「
架
空
請
求
」
も
ま
だ
ま
だ
衰
え
て

い
ま
せ
ん
。
最
近
、
は
が
き
や
封
書
で

送
ら
れ
て
く
る
よ
う
で
す
。
一
度
配
達

さ
れ
る
と
、
そ
の
後
何
度
も
送
ら
れ
て

き
ま
す
の
で
、
根
気
強
く
無
視
し
続
け

て
く
だ
さ
い
。
絶
対
に
連
絡
し
て
は
い

け
ま
せ
ん
。

　

業
者
は
文
中
で
「
万
が
一
身
に
覚
え

の
無
い
方
は
、
早
急
に
ご
連
絡
く
だ
さ

い
」、「
訴
訟
を
取
り
下
げ
て
ほ
し
い
場

合
は
、
書
面
到
着
後
３
日
以
内
に
ご
連

絡
く
だ
さ
い
」
な
ど
と
消
費
者
を
慌
て

さ
せ
、
連
絡
さ
せ
よ
う
と
し
ま
す
。
こ

う
い
っ
た
手
口
に
だ
ま
さ
れ
な
い
よ

う
、
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

●
海
外
宝
く
じ
詐
欺

　
「
海
外
宝
く
じ
詐
欺
」
も
衰
え
て
い

ま
せ
ん
。
昨
年
は
１
人
に
10
通
以
上
送

ら
れ
て
く
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
。

相
談
か
ら
帰
る
と
ま
た
配
達
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
も
消
費
者
心
理
を
乱
す
も

の
で
す
。
い
か
に
も
何
千
万
円
が
当
選

し
た
か
の
よ
う
な
文
面
で
「
早
く
受
け

取
る
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
」
と
要

求
し
て
き
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま

で
も
「
当
た
る
チ
ャ
ン
ス
に
２
千
円
で

挑
戦
し
て
み
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
だ
け

の
勧
誘
で
す
。

　

ま
た
、「
８
千
円
で
何
千
万
円
の
ご

融
資
を
し
ま
す
」
と
い
う
ダ
イ
レ
ク
ト

メ
ー
ル
も
配
達
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

す
が
、
こ
れ
も
悪
質
な
申
込
金
稼
ぎ
で

す
。
商
工
会
議
所
な
ど
に
確
認
す
る
の

も
良
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
次
か
ら
次
へ
と
新
手

の
商
法
が
出
て
き
て
い
ま
す
の
で
、
不

審
な
情
報
が
送
ら
れ
て
き
た
場
合
に

は
、
関
係
す
る
公
的
機
関
や
最
寄
り
の

警
察
署
、
消
費
生
活
相
談
室
ま
で
早
め

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

農
業
委
員
会
選
挙
人
名
簿
は
、
有
権

者
か
ら
の
申
請
に
基
づ
い
て
、
毎
年
１

月
１
日
現
在
で
調
製
さ
れ
ま
す
。

　

次
の
条
件
に
該
当
す
る
方
は
、
平
成

19
年
１
月
１
日
現
在
の
状
況
を
「
農
業

委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
登
載
申
請

書
」
に
記
入
・
押
印
し
て
、
１
月
10
日

ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
登
載
申
請
書
は
、
自
治
会
長
な
ど
の

農
業
委
員
会
協
力
員
が
12
月
下
旬
に

配
布
し
、１
月
上
旬
に
回
収
し
ま
す
。

期
間
内
に
申
請
書
が
届
か
な
い
場
合

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
選
挙
権
を
有
す
る
方

　

市
内
に
住
所
を
有
す
る
、
昭
和
62
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
満
20
歳
以

上
の
方
で
、
次
の
要
件
を
備
え
る
方

①
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
に
つ
い
て
、

耕
作
業
務
を
営
む
方

②
①
の
同
居
親
族
（
６
親
等
内
の
血
族

ま
た
は
３
親
等
内
の
姻
族
）
ま
た
は

そ
の
配
偶
者
の
方
で
、
年
間
に
お
お

む
ね
60
日
以
上
耕
作
に
従
事
す
る
方

③
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
に
つ
い
て
耕

作
業
務
を
営
む
農
業
生
産
法
人
の
組
合

員
ま
た
は
社
員
の
方
で
、年
間
に
お
お

む
ね
60
日
以
上
耕
作
に
従
事
す
る
方

●
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

・
期
間　

２
月
23
日（
金
）〜
３
月
９
日（
金
）

・
場
所　

市
庁
舎
４
階
選
挙
管
理
委
員

　
　
　
　

会
事
務
局

問
農
業
委
員
会
事
務
局　
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２
―
１
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５
６

▲住居表示実施区域（鷹巣地区）

鷹
巣
土
地
区
画
整
理
事
業
区
域
内
の

住
居
表
示
を
実
施
し
ま
す

就
学
援
助（
要
保
護
・
準
要
保
護
）

制
度
が
あ
り
ま
す

20
歳
に
な
る
と
国
民
年
金
へ
の

加
入
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す

農
業
委
員
会
選
挙
人
名
簿
の
登
録
申
請
に

ご
協
力
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●償却資産の対象となる主な資産例（業種別）
業種 資産名称

全業種共通
駐車場舗装（アスファルト）、門・塀、エアコン、看
板、受変電・自家発電などの電気設備、中央監視
装置、屋外の給排水ガス設備、広告設備、内装（テ
ナントが施工したもの）など

一般事業所
（事務所）

パソコン、コピー機、ロッカー、エアコン、応接セッ
ト、キャビネット、金庫など

不動産賃貸
（アパート、駐車場など）

自転車置場、屋外灯、屋外の給排水ガス設備、駐
車場用機械設備、駐車場舗装、門・塀、エアコン、
そのほかの屋外設備など

小売店・飲食店
レジスター、自動販売機、ガスレンジなどの厨房用
品、テレビ、カラオケ、冷蔵庫、陳列ケース、エアコ
ン、看板、内装（テナントが施工したもの）など

写真店 写真現像焼付設備、パソコン、デジタル複写機、
エアコンなど

ガソリンスタンド
独立キャノピー、給油装置、洗車装置、屋外照明
設備、構内舗装、コンクリート擁壁、排水除害設
備、ホイールバランサー、コンプレッサーなど

建設業 ブルドーザーやスイーパーなどの建設用大型特殊
自動車、掘削機、測量機器など

理容・美容業
サインポール、理美容いす、洗面設備、タオル蒸
器、ドライヤー、テレビ、エアコン、レジスター、内装
（テナントが施工したもの）など

病　院
ベッド、手術台、Ｘ線装置などの医療用機器、エア
コン、給食用厨房用品、看板、内装（テナントが施
工したもの）など

クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備など

自動車修理業 測定・検査工具、旋盤、プレス機、圧縮機、舗装路面など

娯楽業
パチンコ台、スロット機、テレビゲーム機、両替機、
カラオケ機器、ゴルフ練習場ネット設備、テニス
コートなど

印刷業 各種製版機および印刷機、裁断機、製本設備など

所得区分 法 に 基 づ く
月額負担上限額 平成18年度 平成19年度 平成20年度

生活保護受給世帯 0円 － － －

低所得①（※１） 15,000円 3,750円 7,500円 11,250円

低所得②（※２） 24,600円 6,150円 12,300円 18,450円

市民税課税世帯 37,200円 9,300円 18,600円 27,900円


